
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  課税されない経済的利益 

Ｑ：会社が、役員や使用人に経済的利益を

与えた場合は、原則的に給与課税されますが、

課税されないものもあるようです。どういう

ものが課税されないのですか？ 

 

Ａ：次のようなものは課税されないことと

なっています。 

【解説】 

所得税では、次のような経済的利益につい

ては課税しないとしています。 

 ①永年勤続者の記念品等(次の要件のいずれ

にも該当するもの) 

   ・その利益の額が、役員又は使用人の勤続期

間等に照らし、社会通念上相当と認められる

こと 

  ・その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数

の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受け

る者については、おおむね5年以上の間隔を

おいて行われるものであること 

 ②創業記念品等 

  ・その支給する記念品が社会通念上記念品と

してふさわしいものであり、かつ、その価額

(処分見込価額)が1万円以下であること 

  ・創業記念のように一定期間ごとに到来する

記念に際し支給する記念品については、創業

後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごと

に支給するものであること 

 ③一定の要件に該当する商品等の値引販売 

 ④残業、日直した者に支給する食事 

 ⑤一定の要件を満たすレクリエーション費用 

 ⑥その他、食事の補助や一定の社宅費用、金

銭の貸付、用役の提供などがあります。 
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